
早稲田大学審査学位論文 

博士（人間科学） 

概要書 

 

 

 

年次有給休暇の取得の現状と取得率向上の課題 

 

Current Annual Paid Leave Taking Situation and Issue 

 

 

２０１２年７月 

 

 

早稲田大学大学院 人間科学研究科 

井草 剛 

ＩＧＵＳＡ, Ｇo 

 

研究指導教員： 河西 宏祐 教授 

 

 



１．本研究の目的 

年次有給休暇(年休)に関して、2000年代初頭に小倉一哉や自由時間

デザイン協会などが調査・研究を行っているものの、この分野の研究

は近年まであまり行われてこなかった。特に社会学的な見地に立った

研究はない。本研究の目的は｢年休｣取得の現状に関して、労働社会学

的な考察をし、年休取得促進策を提示することである。 

 

２．研究課題と研究方法 

先行研究の検討を通じ、本研究では年休取得の当事者のリアリティ

に照らした分析から、第 1 に｢企業と労働組合の年休に関する機能の

検討｣、第２に｢年休の運用についての検討｣、第３に｢年休取得による

将来収入の減少の動学的な検証｣、という３つの課題を設定した。こ

うした研究課題にこたえるために、公開データの２次利用による計量

分析および、約 70 人の労働者を対象に聞き取り調査を行い、このデ

ータを中心にした質的分析を行なった。 

 

３．要約 

第１章では、年休という制度について、本研究と関係する部分のみ

を簡潔に紹介し、長期統計からみる日本の年休の問題点について考察

した。 

 第２章では、｢企業の年休取得促進に関する施策｣に着目し、この施

策の効果について分析を行い、年休取得に影響を及ぼしていることを

明らかにした。さらに企業に対する聞き取り調査から、年休の制度お

よび企業の年休取得促進に関する施策の使い勝手や、その所得保障の

水準も、年休取得を左右する可能性があることを明らかにした。 

第３章では、｢年休の運用｣に焦点をあて、年休を取得するローテー

ション・パターンの特質の違いを明らかにし、｢年休取得に関する６

類型(『分担方式』、『順送り方式』、『逆送り方式』、『自己負担方式(先

行・後日・ホームワーク）』)という定義づけをした。そして、年休の

運用には業務量管理、人材の活用および職場における様々な工夫が必

要であることを指摘した。 

第４章では、第３章で提示した｢年休取得に関する６類型｣のどこに

も属し難い、いわゆる年休を取得できない労働者として｢若手医師｣を

取り上げて、年休取得行動の特質について分析した。その結果、若手

医師の年休未取得は、従来の研究で明らかにされている要因とは別に、

医局支配など医師社会の特異性も影響していることを明らかにした。 

第５章では、｢労働組合のどのような性質が年休取得に影響を与え

ているのか｣について分析した結果、企業内において労働組合が従業

員の要望・不満のくみ上げ活動を積極的に行っているか否かが年休取

得率に大きく影響することを明らかにした。よって、年休取得を促進

させるには、労働組合が従業員の本音を積極的にくみ上げ、その声を

効果的に組合活動に反映させることが必要であると指摘した。さらに

聞き取り調査から、労働組合が弱体化すると、経営方針のみならず労

働条件においても経営側の影響が大きくなり、年休取得率が左右され

ることを明らかにした。 

第６章では、年休を取得することにより、長期的にみた場合に所得

の損失、人事考課に対する悪影響、昇進可能性の低下などが現実に起

こっているかどうかを動学的に検証した。今回のデータは女性のみを

対象としたものであったため、男性についての検証はできなかった。

しかし、女性については、先行研究で言われているような年休取得に

より処遇上の格差をつけるなどのデメリットが、実際には存在しない

ことが実証された。 

 

４．成果 

年休に関する先行研究としては、日本労働研究機構(2002)・小倉

(2003)、高橋(2008)、大竹(2001)、小林(1995)、三谷(1995)が挙げら

れる。これらの先行研究はすべて就労と非就労の経済学の理論仮説な

どにもとづく計量分析によるものであったのに対し、本研究は｢当事

者の論理｣を把握することで年休取得の実態を明らかにしようとした

ものである。これにより、先行研究の計量分析などにおける重要な変

数が労働者個人の年休取得行動にどのような影響を及ぼしているの

かをより詳細に解明することができ、下記①～④の成果が得られた。 

① 先行研究では、企業がどのような施策を展開しているのか、また、

この施策が労働者にどのような影響を及ぼしているか十分に解明し

ているとは言えなかった。そこで、年休取得促進に関する施策に着目

し、この施策の効果についての分析を行い、企業の施策が年休取得に

影響を及ぼしていることが明らかになった。さらに、企業に対する聞

き取り調査から、年休の制度及び企業の年休取得促進に関する施策の

使い勝手や、その所得保障の水準も、年休取得を左右する可能性があ

ることが明らかになった。 

② 先行研究では、企業と同じく、労働組合も単に一つの変数として

計量分析しているため、分析が手薄であった。そこで、労働組合のど

のような性質が年休取得に影響を与えているのか、分析を行い、企業

内において労働組合が従業員の要望・不満のくみ上げ活動を積極的に

行っているか否かが、年休取得率に大きく影響していることが分かっ

た。また、聞き取り調査から、労働組合が弱体化すると、経営方針の

みならず労働条件においても経営側の影響が大きくなり、年休取得率

が左右されることが分かった。 

③ 先行研究には｢育児休業｣を対象とした｢休暇の取得方式｣の研究

はあったが、｢年休の取得方式｣についての研究は全くなされてこなか

った。そこで、年休の運用のされ方に焦点をあて、年休を取得するロ

ーテーション・パターンの特質の違いを明らかにし、｢年休取得に関

する６類型｣という定義づけをした。このことから、業務量管理、人

材の活用及び職場における様々な工夫の必要性を指摘することがで

きた。 

④ 医師の労働時間に焦点をあてた先行研究は、計量分析を行うこと

が主流であり、踏み込んでも、医師の働き方と休日の関係について論

ずるまでにとどまっていた。そこで、｢年休取得に関する６類型｣のど



こにも属し難い、いわゆる年休を取得できない労働者として若手医師

の年休取得行動の特質について分析した。その結果、若手医師の年休

の未取得の要因としては、従来の研究で明らかにされている要因とは

別に、医局支配など医師社会の特異性も影響していることが明らかに

なった。 

 

また、先行研究では年休が将来所得に与える影響は先験的なもので

あった。しかしながら、年休の所得余暇選好モデルにおいて、この影

響をみるには、実証の帰結に依存する必要がある。先行研究のクロス

セクション分析では、年休と所得との関係が理論的には想定できるが、

将来所得に関する情報がないため現実には観察不可能であった。そこ

で、本研究ではパネルデータを使用した時系列的な分析をして、年休

取得行動と将来所得に関して女性労働者について直接検証すること

で、下記⑤の成果が得られた。 

⑤ 日本労働研究機構及び小倉は収入の影響を横断面で検証してい

る。しかし、これは１時点のデータであることから、将来の所得を表

しているわけではなかった。そこでパネルデータを使用した時系列的

な分析をして、動学的に検証した。今回のデータは女性のみを対象と

したものであるため、男性については検証できなかったが、女性につ

いては、先行研究で言われている年休取得により処遇上の格差をつけ

るなどのデメリットが、実際には存在しないことを、はじめて明らか

にすることができた。 

 

このように年休問題を新しい視点で立体的に捉え直して、分析し考

察したが、本論文の主な独創性は以下の２点であると言える。 

１．従来の年休研究にはない質的調査により、複雑な年休取得行動の

プロセス（社会関係のなかで、どのような方法で、どのように年休

が取得されるのか）を分析するという研究の深化 

２．クロスセクション分析（収入の影響を横断面で検証する）という

１時点の視点から、動学的分析（年休取得と将来所得の関係をパネ

ルデータで検証する）という時系列的視点への移行 

 

以上のことから、本研究は「社会学」の手法により、年休取得の実

態を明らかにした、社会学では前例のない研究であると言える。 

 

５．提案 

終章では、各レベルで見えてきた年休取得促進に関する課題は相互

に関連していることから、全体を通しての包括的な三つの年休取得促

進策を提示した。 

第１は、労働組合が積極的に関与する｢業務量管理についての取り

組み｣である。 

第２は、年休を取得する人の仕事を代替できる人材を育成する｢人

材の活用についての取り組み｣である。この取り組みには、一定の時

間を割く必要があることから、第１の｢業務量管理についての取り組

み｣をすることが前提条件となる。 

第３は、｢企業・職場レベルでの運用可能で有効な施策｣である。企

業は年休取得促進のための施策を設けてはいたが、必ずしも有効では

なかった。そこで、各章の考察から、有効と思われる施策(年休を取

得しやすい職場環境・職場風土を構築する、仕事の連携を工夫して年

休取得者の仕事を一部の者に集中させないようにする、職場における

情報共有を徹底し、急な仕事の引き継ぎを可能とする、年休権の啓発、

年休と代替する病気休暇制度の所得保障水準の適正化、女性労働者が

率先して年休を取得するなど)を提案した。 

この三つの取り組みすべてが、年休取得促進の必要条件となり、第

１の取り組みが成功したら、順次第２、第３の取り組みをするという

ように、ピラミッドを組み立てるように進めるべきであると提言した。 

 

６．今後の課題 

本研究から導き出された今後の自らの研究課題を４つ挙げておき

たい。 

① 第３章では、ホワイトカラー職種に属する労働者に焦点をあてた。

しかし、今回の対象は少なかったため、今後は対象を同じくするア

ンケート調査などの大量観察、さらに、聞き取りの調査対象を拡大

した上で、一般的労働者(ブルーカラー)との年休未取得問題の背景

の違いを明らかにしたい。 

② 第４章での研究対象者は、すべて医局に属する医師であった。今

後は医局に属さない医師を対象として聞き取り調査を行い、医局に

属するか否かによる年休取得行動の差異を明らかにしたい。 

③ 第６章では、女性労働者の「勤続年数」を考慮した分析を行うこ

とが困難であった。しかし、「消費生活に関するパネル調査」（財団

法人家計経済研究所）が継続されれば、勤続年数を考慮した分析が

可能となるため、サンプルを「高勤続者」と「低勤続者」に分けて、

将来的に年休取得による賃金格差が生じるのか否かを明らかにし

たい。なお、これをもとに男性労働者についても、検証していきた

い。 

④ 本論文は、労働者からの視点を分析の主軸としており、長期統計

などのデータからの考察は、日本国内のデータだけに目を向けての

考察にとどまっている。しかし、日本で年休取得率が低迷する原因

は何か？ ―これを解明し、取得率を向上させるためには、日本国

内の状況の把握のみならず、他の先進諸国やアジア圏の国々などの

年休取得率の動向や状況を把握することが必須であると思われる。

年休取得率の低迷はどのような国での現象なのか、そこに共通する

原因はあるのか、各国の年休取得率の多様性がなぜ派生するのかな

ど、国際比較的データに基づく視点を加え考察し、日本の「年休」

の性格をより鮮明にしていきたい。 


